
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

 当社は、「九州電力の思い」のもと、長期的な視点で社会的に有意義な事業活動を行っていくことが、全てのステークホルダーにとって価値を持 
続的に生み出していくと考えております。こうした事業活動を適切に遂行していくため、経営上の重要な課題として、コーポレート・ガバナンスの体 
制構築・強化に努めております。具体的には、取締役会と監査役会を設置するガバナンスを基本として、取締役と執行役員による監督と執行の役 
割の明確化や、コンプライアンス経営の徹底などに取り組むとともに、「会社業務の適正を確保するための体制の整備について（内部統制の基本 
方針）」を定め、継続的な体制の充実に努めることとしております。  

２．資本構成 

【大株主の状況】 

補足説明 

―――  

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

―――  

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

―――  

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Kyushu Electric Power Company, Incorporated

最終更新日：2011年7月12日

九州電力株式会社
代表取締役社長 眞部 利應

問合せ先：地域共生本部 経営法務グループ 電話：092-761-3031（代表）
証券コード：9508

http://www.kyuden.co.jp/ir_index

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）
明治安田生命保険相互会社 22,882,400 4.83

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 22,081,300 4.66

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 18,845,615 3.97

日本生命保険相互会社 18,454,148 3.89

株式会社みずほコーポレート銀行 9,669,678 2.04

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託福岡銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行 
株式会社

8,637,923 1.82

株式会社三井住友銀行 8,474,033 1.79

九栄会 7,640,186 1.61

ＳＳＢＴ ＯＤ０５ ＯＭＮＩＢＵＳ ＡＣＣＯＵＮＴ－ＴＲＥＡＴＹ ＣＬＩＥＮＴＳ 7,427,400 1.57

高知信用金庫 6,989,200 1.47

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、大阪 第一部、福岡 既存市場

決算期 3 月

業種 電気・ガス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

 監査役と会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、年７回会合を開き、監査計画の聴取、期中における監査への立会、期末の監 
査への立会、期末の監査実施結果の聴取、「会計監査人の職務の遂行に関する事項」の通知の受領など、随時意見交換を行い、緊密な連携を 
図っております。  
 監査役と内部監査部門である経営監査部とは、監査計画の立案及び監査結果の報告などの面において、互いに緊密な連携をとり、監査機能の 
充実に努めております。  

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 17 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 14 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※１)

a b c d e f g h i
渡辺 顯好 他の会社の出身者    ○      

a 親会社出身である
b 他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外取締役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

渡辺 顯好 ○ ―――

 当社社外取締役として相応しい人格、識見及 
び経歴を兼ね備え、かつ、電気事業に対する 
理解の持ち主として最適な人材であると判断し 
た。 
 また、その経歴及び識見から、当社独立役員 
として、当社事業に対し客観的・中立的意見を 
いただけるものと判断した。

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 6 名

監査役の人数 6 名



会社との関係(1) 

※１ 会社との関係についての選択項目 

会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

―――  

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

－  

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(1)

a b c d e f g h i
村山 紘一 他の会社の出身者     ○     

稗田 慶子 その他          

矢田 俊文 その他          

a 親会社出身である
b その他の関係会社出身である
c 当該会社の大株主である
d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している
e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である
f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものである
g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の利益を受けている
h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している
i その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明
当該社外監査役を選任している理由（独立
役員に指定している場合は、独立役員に指

定した理由を含む）

村山 紘一 ○ ―――

 当社社外監査役として相応しい人格、識見及 
び経歴を兼ね備え、かつ電気事業に対する理 
解の持ち主として最適な人材であると判断し 
た。 
 また、その経歴及び識見から、当社独立役員 
として、当社事業に対し客観的・中立的意見を 
いただけるものと判断した。

稗田 慶子 ○

福岡県副知事（元） 
〔平成１０年４月～平成１８年３月〕 
 
財団法人福岡県女性財団顧問

 当社社外監査役として相応しい人格、識見及 
び経歴を兼ね備え、かつ電気事業に対する理 
解の持ち主として最適な人材であると判断し 
た。 
 また、その経歴及び識見から、当社独立役員 
として、当社事業に対し客観的・中立的意見を 
いただけるものと判断した。

矢田 俊文 ○
九州大学名誉教授 
北九州市立大学名誉教授

 当社社外監査役として相応しい人格、識見及 
び経歴を兼ね備え、かつ電気事業に対する理 
解の持ち主として最適な人材であると判断し 
た。 
 また、その経歴及び識見から、当社独立役員 
として、当社事業に対し客観的・中立的意見を 
いただけるものと判断した。

独立役員の人数 4 名

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

ストックオプションの付与対象者



該当項目に関する補足説明 

―――  

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明

 

当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 
 取締役 １８名   ８０３百万円 
 監査役  ７名   １４０百万円 
 （注）１ 上記のうち社外役員（社外取締役及び社外監査役）４名に対する報酬等の額は３３百万円であります。 
    ２ 上記の取締役の報酬等の額には、当事業年度に係る賞与１１３百万円が含まれております。 
    ３ 上記の取締役及び監査役の員数には、平成２２年６月２９日開催の第８６回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役１名及び 
      辞任した監査役１名が含まれております。 
    ４ 株主総会決議による月例報酬限度額は次のとおりであります。 
       取締役 月額６０百万円以内 
       監査役 月額１４百万円以内 
    ５ 株主総会決議による取締役賞与限度額は、年額１４０百万円以内であります。 
 連結報酬等の総額が１億円以上である者がいないため、個別開示しておりません。 
     

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

役員の報酬等の額の決定に関する方針 
 報酬については、当社経営環境、上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準等を勘案の上、当社役員に求められる 
能力及び責任に見合った水準としております。 
 具体的には、月例報酬及び賞与で構成し、客観性、透明性を確保する観点から、社外取締役を委員長とする報酬検討委員会での審議を踏ま 
え、取締役会及び監査役会で決定することとしております。 
 なお、取締役の賞与については、業績に対する責任を明確化し、業績向上へのインセンティブを付与するため、限度額の範囲内で、会社業績に 
連動させて支給することとしております。 
 
月例報酬限度額（総額） 取締役 月額 60百万円以内 ※平成19年６月の定時株主総会において承認 
                監査役 月額 14百万円以内 ※平成18年６月の定時株主総会において承認 
賞与限度額（総額）    取締役 月額140百万円以内 ※平成19年６月の定時株主総会において承認 
監査役 （賞与支給なし） 
（注）社外取締役は月例報酬のみであります。  

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

 

 社外取締役については、秘書を置き、社内各部門との連絡・調整を行っております。社外監査役についても、監査役室を設置し、必要事項の連 
絡、調整、報告を行っております。 
 また、取締役会及び監査役会の開催にあたっては、原則として事前に資料を配布するとともに、必要に応じ、主管本部が事前の説明を実施して 
お 
ります。  

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

 取締役会は、原則として毎月１回、また必要に応じて随時開催し、企業経営の重要事項の決定並びに執行状況の監督を行っております（平成２ 
２年度１５回開催）。 
 また、社長、副社長、常務執行役員、上席執行役員で構成する経営会議を設置し、取締役会決定事項のうち予め協議を必要とする事項や、執 
行上の重要な意思決定に関する協議を行っております（平成２２年度３４回開催）。さらに、各本部や支社等に執行役員を配置し、迅速な意思決定 
と効率的な業務執行を行っております。 
 社外取締役は、その経験や知見に基づき、取締役会において適宜発言しているほか、経営会議など取締役会以外の場においても、経営課題全 
般について適宜発言しております。 
 監査役は６名であり、１名が当社の経理担当上席執行役員を経験するなど財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役、また３名が 
社外監査役であります。 
 監査役は、取締役会などの重要な会議への出席、各本部・連結子会社等へのヒアリング及び事業所実査などを通じて、取締役及び執行役員の 
職務執行全般に関する監査を行っております。 
 監査役会は、原則として毎月１回、また必要に応じて随時開催し、法令、定款に定める監査に関する重要な事項について、報告を受け、協議や 
決議を行っております（平成２２年度１６回開催）。 
 また、監査役の職務を補助するため、専任の組織として、監査役室（人員１３名）を設置しております。 
 なお、監査役室に所属する従業員の人事に関する事項につきましては、監査役と事前に協議を行うなど、スタッフの独立性の確保を図っており 
ます。 
 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は福岡典昭、磯俣克平、野澤啓の３名であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。当 
社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士１２名、会計士補等１１名、その他８名であります。 
 
 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

 当社は、「九州電力の思い」のもと、長期的な視点で社会的に有意義な事業活動を行っていくことが、全てのステークホルダーにとって価値を持 
続的に生み出していくと考えております。こうした事業活動を適切に遂行していくため、経営上の重要な課題として、コーポレート・ガバナンスの体 
制構築・強化に努めております。具体的には、取締役会と監査役会を設置するガバナンスを基本として、独立性の高い社外取締役を選任し、経営 
に対する監督機能の強化を図るとともに、監査役と内部監査部門が連携し、監査の実効性を高めております。また、取締役と執行役員による監督 
と執行の役割の明確化や、コンプライアンス経営の徹底などに取り組むとともに、「会社業務の適正を確保するための体制の整備について（内部 
統制の基本方針）」を定め、継続的な体制の充実に努めることとしております。  

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無 あり



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催日の約３週間前に発送（平成２３年実績：６月７日発送〔株主総会開催日は６月２ 
８日〕）。

電磁的方法による議決権の行使 当社指定の議決権行使専用ウェブサイトにおいて行使可能。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

平成１９年より、株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームが利用可能。

その他
当社ホームページに株主総会招集通知、決議通知及び開催概要等を掲載。 
EDINETに議決権行使結果に関する臨時報告書を掲載し、同内容を当社ホームページにも掲 
載。

補足説明
代表者自身
による説明
の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 平成１８年４月に全社指針として「ＩＲ基本方針」を制定。 
ホームページ上で公開中。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 九州各県の主要都市において、副社長もしくは常務・上席執行役員を説明者 
とする説明会を開催。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第2四半期・期末決算及び経営計画の発表後に説明会を開催。決算説明会に 
おいては、副社長及び経理部長、経営計画担当部長が、経営計画説明会に 
おいては、社長及び経営計画担当部長、エネルギー・設備担当部長が説明。 
また、経営層やＩＲ責任者による機関投資家訪問を随時実施。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催 海外投資家向け説明会は開催していないが、社長もしくは副社長等経営層が 
定期的に欧米等の機関投資家を訪問し、経営戦略等について説明を実施。

あり

IR資料のホームページ掲載
URL: http://www.kyuden.co.jp/ir_index.html 
社長メッセージや経営方針、財務・業績情報、株式・社債情報、各種ＩＲ資料な 
どを掲載。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画本部にＩＲ専任部署を設置し、関係部署にＩＲ兼任者を配置。

その他 アナリスト・機関投資家向けの施設見学会を１年に１回程度実施。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

「九州電力グループ経営の基本的な考え方」において、ステークホルダーに対する経営姿勢を 
規定。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

経営幹部で構成する「ＣＳＲ推進会議」の設置（平成１７年７月）。 
ＣＳＲ担当役員の任命（平成１７年６月）。 
「九州電力ＣＳＲ報告書２０１０」及び「２０１０九州電力環境アクションレポート」を発行（平成２２ 
年６月）。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

九州電力「情報公開の心構え」の制定（平成１１年４月）。 
「ＩＲ基本方針」の制定（平成１８年４月）。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

□基本的な考え方 
 会社業務の適正を確保するための体制の整備について、取締役や従業員の法令等への適合など７項目からなる内部統制の基本方針を定めて 
おります。 
 
【基本方針の概要】 
 １ 取締役の職務執行の法令等への適合を確保するための体制 
  ｏ 取締役会による経営上重要な事項の審議・決定、取締役及び執行役員の職務執行の監督 
  ｏ 取締役、執行役員及び従業員がコンプライアンスを推進する仕組み 
  ｏ 反社会的勢力からの不当要求に対する関係の遮断 
  ｏ 取締役及び執行役員の職務執行に対する監査役の勧告・助言の尊重 
 ２ 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制 
  ｏ 情報の適正な保存・管理体制と情報セキュリティの確保 
 ３ リスク管理に関する体制 
  ｏ 経営における重要リスク、個別案件のリスク等への適切な対応 
  ｏ 非常災害その他会社経営、社会へ重大な影響を与える事象に対する危機管理体制 
 ４ 取締役の職務執行の効率性を確保するための体制 
  ｏ 適正かつ効率的な業務執行体制及び責任と権限の明確化 
 ５ 従業員の職務執行の法令等への適合を確保するための体制 
  ｏ コンプライアンス委員会等による企業倫理・法令等の遵守の推進 
  ｏ 全ての事業活動の規範となる行動憲章、行動指針の浸透・定着 
  ｏ 財務報告の信頼性の確保 
  ｏ 業務の内部監査と原子力等の品質保証に関する監査体制 
 ６ 企業グループにおける業務の適正を確保するための体制  
  ｏ 企業グループの経営状況の把握、コンプライアンスの推進及び緊密な情報連携 
 ７ 監査役の職務執行の実効性を確保するための体制 
  ｏ 監査役を補助する専任組織としての監査役室の設置 
  ｏ 監査役室スタッフの取締役からの独立性の確保 
  ｏ 監査役への報告体制の確保 
  ｏ その他監査の実効性を確保する体制 
 
□整備状況 
 基本方針で定めた各体制の整備状況については、以下のとおりであります。 
  
 ｏ コンプライアンスの推進については、企業倫理や法令、社内規程等の遵守の徹底を図るため、社長を委員長とし、 
  社外の有識者等を含めた「コンプライアンス委員会」を設置し、公正な事業活動を推進するとともに、各部門等に「コン 
  プライアンス責任者」を設置し、「コンプライアンス委員会」において策定した基本的な方針や提言、審議した具体策等 
  に従い、企業倫理・法令等の遵守を推進しております。 
   また、全ての事業活動の規範として定められた「九州電力グループ行動憲章」及びこれに基づく行動規範である「コ 
  ンプライアンス行動指針」を取締役及び執行役員自ら率先して実践するとともに、従業員に対する教育や研修等を行 
  い、この浸透と定着を図っております。 
   さらに、当社及びグループ会社の社員等からコンプライアンスに関する相談を受け付けるため、「コンプライアンス相 
  談窓口」を社内、社外にそれぞれ設置し、相談者保護など、適切な運営を図っております。 
    
 ｏ 財務報告の信頼性確保については、財務報告に関する内部統制を適正に運用し、必要に応じて是正できる体制整 
  備を図るとともに、社長を委員長とし、経営幹部で構成する「財務報告開示委員会」を設置し、適正性の確保に努めて 
  おります。 
 
 ｏ 情報管理については、取締役会議事録等の法令で定められた文書及びその他重要な意思決定に係る文書につい 
  て、社内規程に基づき管理責任箇所を定め、適正な保存・管理を行うとともに、職務執行に係る情報については、情報 
  セキュリティに関する基本方針、規程に基づき、必要に応じたセキュリティの確保を図っております。 
 
 ｏ リスク管理については、経営に重大な影響を与えるリスクについて、リスク管理に関する規程に基づき、定期的にリ 
  スクの抽出、分類、評価を行い、全社大及び部門業務に係る重要なリスクを明確にしております。 
   各部門及び事業所は、明確にされた重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策を事業計画に織り込み、適 
  切に管理しております。 
   また、非常災害その他会社経営及び社会に重大な影響を与える事象が発生した場合に、これに迅速、的確に対応 
  するため、予めその対応体制や手順等を規程に定めるとともに、定期的に訓練等を実施しております。 
 
 ｏ 内部監査については、業務運営の適正性と経営効率の向上等を図るため、業務執行に対し中立性を持った内部監 
  査組織を設置し、各部門・事業所における法令等の遵守や業務執行の状況等について監査を行っております。 
   また、原子力・火力発電設備及び送変電設備等の重要な設備については、別途専任の内部監査組織を設置し、保 
  安活動に係る品質保証体制及びこれに基づく業務執行の状況等について監査を行っております。 
 
 ｏ 企業グループにおける業務の適正の確保については、グループの基本理念、経営姿勢等を示した「九州電力グル 
  ープ経営の基本的な考え方」を制定し、グループ経営を推進しております。加えて、グループ会社の経営状況を把握 
  するため、グループ会社に事業計画や実績の報告を求めるとともに、当社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのあ 
  る事項については、グループ会社との事前協議を行っております。 
   企業グループの公正な事業活動を推進するため、「九州電力グループ行動憲章」の周知・浸透を図るとともに、グル 
  ープ各社において、行動指針の策定や内部通報窓口の設置等の促進を図っております。 
   また、企業グループ内における相互の緊密な情報連携のため、重要なグループ会社で構成する「九電グループ社 
  長会」をはじめとした各種会議体を設置するとともに、企業グループの情報ネットワークの活用をはかっております。 
   さらに、当社内部監査組織によるグループ会社の監査を行っております。  

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

□反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 
 反社会的勢力からの不当要求に対して毅然とした態度で臨み、関係機関との連携や組織一体となった対応を図るなどして、これらの勢力との 
関係を遮断する。    
 
□反社会的勢力排除に向けた整備状況 
 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力からの不当要求に対しては、毅然とした態度で臨み、企業防衛統括部署を定めるととも 
に、顧問弁護士などとの連携や組織一体となった対応を図ることなどにより、これらの勢力との関係を遮断しています。また、「九州電力グループ 
行動憲章」及び「コンプライアンス行動指針」において、反社会的勢力と断固として対決する旨を定めています。加えて、全国暴力追放推進センタ 
ーへの加入等により情報収集に努めています。 



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

―――  

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

 当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 
 
 当社は、法令順守の徹底と積極的な情報公開が経営上極めて重要な事項であるとの認識のもと、「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を「中期経営方 
針」における重要な課題として位置づけ、これに基づく具体的な行動原則を「九州電力グループ行動憲章」に定めております。 
 このような基本姿勢に立ち、会社情報の開示に係る業務執行については、上場規程及び社内規定（「内部者取引管理・会社情報適時開示規 
程」）にしたがい適切に情報開示を行う体制を整えております。 
 
（情報取扱責任者） 
 上場規程に定める「情報取扱責任者」として、地域共生本部部長（法務担当）が上場証券取引所との連絡窓口となるほか、適時開示に係る社内 
の統括業務を行います。 
（情報管理） 
 会社情報の適正な管理を行うために、各業務主管部長を「情報管理責任者」として任命・配置しております。同責任者が適時開示を必要とする 
会社情報を把握した場合は、速やかに情報取扱責任者に報告を行い、適時開示情報は全て情報取扱責任者である地域共生本部部長（法務担 
当）に集約される仕組みとなっております。 
（適時開示情報の開示） 
 情報管理責任者から会社情報の報告を受けた情報取扱責任者は、同情報が適時開示情報に該当するかどうかを判断し、適時開示が必要な場 
合は、速やかに上場証券取引所に開示することとしております。 
 なお、上記執行状況については、内部監査部門として経営監査部がチェックする体制をとっており、適正な情報開示の履行に努めております。  

買収防衛策の導入の有無 なし




